
簡易公募型プロポーザル方式（拡大）に係る手続開始の公示 

（建築のためのサービス，その他技術的サービス（建築工事を除く）） 

           

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

 なお，本業務は「公共事業の入札・契約手続きの改善に関する行動計画」運用指針（平成８年６月

１７日事務次官等会議申し合わせ）記４に定める調達の対象外です。 

 本業務に係る落札及び契約の締結は，当該業務に係る必要な予算が講じられることを条件とするも

のです。 

 

平成３０年５月２４日 

      

国立大学法人山梨大学   

学長 島田 眞路  

 

１ 業務概要 

（１） 業 務 名  山梨大学（下河東）実習棟改修その他建築設計業務 
（２） 業務内容  下河東団地内の実習棟（約３，２００㎡）改修における建築設計業務 

（３） 履行期限  平成３０年１２月７日（金）まで。 

（４） 本業務は，「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推

進に関する基本方針」に基づき，温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした

技術提案を求め，技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。 

       

２ 参加資格，選定基準及び評価基準 

（１）  技術提案書の提出者に要求される資格 

①  文部科学省における平成２９・３０年度の設計・コンサルティング業務の競争参加資格の

認定を受けている者であること。 

② 経営状況が健全であること。 

②  不正又は不誠実な行為がないこと。 

③  建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録

を行っていること。 

④  技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係又は

人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。） 

⑤  参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から「設計・コ

ンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（平成１８年１月２０日

付け１７文科施第３４６号文教施設企画部長通知）に基づく指名停止措置を受けていないこ

と。 

⑥  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、

文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

（２） 技術提案書の提出を求める者を選定するための基準 

 



① 担当予定技術者の能力 

資格及び経験，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績 

② 技術提案書の提出者の能力 

技術者数，技術力，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績 

（３） 技術提案書の提出を求める者を選定するための基準 

① 担当予定技術者の能力      

資格及び経験，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績    

② 業務の実施方針      

業務内容の理解度，実施方針の妥当性，実施手法の妥当性，工程計画の妥当性，技術者配

置計画の妥当性      

③ 技術提案書の提出者の能力      

資格及び経験，主要業務の実績，同種又は類似業務の実績    

④ 課題についての提案      

 提案の的確性，提案の実現性      

           

３ 手続等 

（１） 担当部局 

 〒４０９－３８９８  山梨県中央市下河東１１１０ 

国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課総務グループ 

電 話 ０５５－２７３－９３１６  ＦＡＸ ０５５－２７３－６７９９ 

（２） 説明書の交付期間，交付場所及び交付方法 

平成３０年５月２４日（木）から平成３０年６月１１日（月）まで。 

関係資料（様式）等は原則として本学施設・環境部ＨＰ 

http://www.yamanashi.ac.jp/modules/shisetsu_kankyo/（山梨大学施設・環境部ＨＰ→入札

情報）からダウンロードすること。 

（３）  参加表明書の提出期限，場所及び方法 

平成３０年６月１１日（月）１７時００分までの土曜日，日曜日及び祝日を除く９時００

分から１７時００分までに上記（１）に持参もしくは郵送すること。 

（４） 技術提案書の提出期限，場所及び方法 

平成３０年６月２６日（火）１７時００分までの土曜日，日曜日及び祝日を除く９時００

分から１７時００分までに上記（１）に持参もしくは郵送すること。 

 

４ その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 契約保証金 納付。 

ただし，有価証券等の提供又は銀行，本学が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお，これを納付したものが契約

上の義務を履行しないときは山梨大学に帰属するものとする。 

また，公共工事履行保証証券による保証を付し，又は履行保証保険契約の締結を行った場

合は，契約保証金を免除する。  



（３） 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は，無効とする。 

（４） 手続における交渉の有無  無 

（５） 契約書作成の要否  要。 

（６） 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結す

る予定の有無  無 

（７） 関連情報を入手するための照会窓口  上記３（１）に同じ。 

（８） 上記２（２）①に掲げる参加資格の認定を受けていない者も上記３（３）により申請書及び 

資料を提出することができるが，上記３（４）の提出期限の日において，当該資格を満たして 

いなければならない。 

（９） 詳細は入札説明書による。 


